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お
知
ら
せ

ス
マ
ホ
決
済
ア
プ
リ
で 

市
税
な
ど
を
納
付
で
き
る 

よ
う
に
な
り
ま
す

　
令
和
３
年
１
月
５
日
か
ら
、
納
付
書
の

バ
ー
コ
ー
ド
を
ス
マ
ホ
の
ア
プ
リ
で
読
み

込
ん
で
納
付
が
で
き
る
よ
う
に
な
り
ま
す
。

対
象
市
税
な
ど
　

　

�　
市
県
民
税
、
固
定
資
産
税
、
軽
自
動

車
税
（
種
別
割
）
、
国
民
健
康
保
険
税
、

後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料
、
介
護
保
険

料
、
保
育
料
、
上
下
水
道
料
金

対
応
ア
プ
リ
　

　
Ｐ
ａ
ｙ
Ｐ
ａ
ｙ
、
Ｌ
Ｉ
Ｎ
Ｅ�

Ｐ
ａ
ｙ

注
意
事
項

　

�　
領
収
書
は
発
行
さ
れ
ま
せ
ん
の
で
、

ア
プ
リ
の
利
用
明
細
で
ご
確
認
く
だ
さ

い
。
ま
た
、
バ
ー
コ
ー
ド
が
印
字
さ
れ

て
い
な
い
納
付
書
、
30
万
円
以
上
の
も

の
、
納
期
限
が
過
ぎ
て
い
る
も
の
は
、

ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ
ん
。　
　

�

詳
し
く
は
、
市
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
ま
た
は

各
ア
プ
リ
ホ
ー
ム
ぺ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

税
務
課
収
納
係�

☎
63
―
５
１
１
０

 

ス
マ
ホ
や
タ
ブ
レ
ッ
ト
で 

確
定
申
告
し
て
み
ま
せ
ん
か

　
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
「
確
定
申
告
書

等
作
成
コ
ー
ナ
ー
」
で
は
、
ス
マ
ホ
や
タ

ブ
レ
ッ
ト
で
も
申
告
書
が
作
成
で
き
ま
す
。

　
年
末
調
整
済
で
医
療
費
控
除
や
ふ
る
さ

と
納
税
な
ど
の
寄
付
金
控
除
の
申
告
を
す

る
方
の
ほ
か
、
年
末
調
整
が
お
済
み
で
な

い
方
、
２
カ
所
以
上
の
給
与
所
得
が
あ
る

方
、
年
金
や
副
業
な
ど
の
雑
所
得
が
あ
る

方
な
ど
、
多
く
の
方
が
ご
利
用
い
た
だ
け

る
も
の
で
、
操
作
し
や
す
く
な
っ
て
い
ま

す
。

　
例
年
、
確
定
申
告
会
場
は
大
変
混
雑
し

ま
す
の
で
、
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら

も
、
ぜ
ひ
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

佐
渡
税
務
署
個
人
課
税
部
門

　
☎
74
―
３
２
７
６

 

決
算
説
明
会
は
中
止
し
ま
す

　
個
人
事
業
者
を
対
象
と
し
た
令
和
２
年

度
の
決
算
説
明
会
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ

ル
ス
感
染
拡
大
防
止
の
観
点
か
ら
中
止
し

ま
す
。

佐
渡
税
務
署
個
人
課
税
部
門

　
☎
74
―
３
２
７
６

家
屋（
建
物
）の
取
り
壊
し
、

用
途
変
更
や
新
増
築
を
し
た

場
合
は
ご
連
絡
く
だ
さ
い

　
固
定
資
産
税
は
、
毎
年
１
月
１
日
に
土

地
・
家
屋
・
償
却
資
産
を
所
有
し
て
い
る

方
に
課
税
さ
れ
る
税
金
で
す
。

　
次
の
場
合
は
、
令
和
３
年
度
か
ら
課
税

内
容
が
変
更
と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
の

で
、
12
月
28
日
㈪
ま
で
に
ご
連
絡
く
だ
さ

い
。

・�

家
屋
を
取
り
壊
し
た
場
合
（
一
部
取
り

壊
し
も
含
み
ま
す
）

・�

家
屋
の
用
途
を
変
更
し
た
場
合
（
店
舗

か
ら
住
宅
へ
の
改
修
な
ど
）

・
家
屋
を
新
増
築
し
た
場
合

※�

担
当
者
が
現
地
確
認
済
み
の
場
合
は
、連
絡
不

要
で
す
。

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　
☎
63
―
５
１
１
０

小
型
特
殊
自
動
車
を 

所
有
し
て
い
る
方
は
軽
自
動

車
税
の
申
告
が
必
要
で
す

　
乗
用
装
置
を
備
え
た
農
耕
作
業
用
自
動

車
や
、
建
設
用
自
動
車
で
小
型
特
殊
自
動

車
に
該
当
す
る
も
の
は
、
公
道
を
走
行
す

る
し
な
い
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
自
動
車
税

（
種
別
割
）
の
対
象
と
な
り
ま
す
。
所
有

し
て
い
る
方
は
、
申
告
の
上
、
ナ
ン
バ
ー

プ
レ
ー
ト
（
課
税
標
識
）
の
交
付
を
受
け

て
、
車
両
に
取
り
付
け
て
く
だ
さ
い
。

�

申
告
に
は
印
鑑
と
車
名
、
車
体
番
号
が

わ
か
る
書
類
や
標
識
交
付
証
明
書
、
も

し
く
は
廃
車
受
付
証
を
お
持
ち
の
上
、

市
役
所
税
務
課
（
本
庁
舎
１
階
）
、
各

支
所
・
行
政
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
で
手

続
き
を
し
て
く
だ
さ
い
。

税
務
課
市
民
税
係�

☎
63
―
５
１
１
０

個
人
事
業
者
向
け

おむつ代に係る医療費控除を 
受ける方は 

「おむつ使用証明書」が 
必要です

　傷病によりおおむね６カ月以上の
期間寝たきりで、医師の治療を受け
ている方のおむつ代は、所得税や市・
県民税の申告の際に医療費控除の対
象となります。初めておむつ代に係
る医療費控除を受ける方は、医療機
関で発行する「おむつ使用証明書」
と「おむつ代金の領収書」が必要です。
　また、要介護認定を受けており、
引き続き控除を受ける方はその要件
を満たした場合、市で「おむつ使用
証明書」に代わる確認書を交付しま
す。
高齢福祉課介護保険係

　☎６３―３７９０

い
つ
で
も
ど
こ
で
も
作
成
可
能

市報さど　令和2年12月号


